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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

障
害
者
介
助
等
助
成
金

障
害
者
介
助
等
助
成
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
事
業
主
に
、
新
た
に
一
及
び
二
に
掲
げ
る
事
業
主
を
加
え
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主

雇
用
す
る
労
働
者
の
う
ち
、
そ
の
雇
入
れ
後
に
、
そ
の
障
害
に
よ
り
、
一
箇
月
以
上
の
療
養
及
び
そ
の
職
務
開
発
そ

(一)
の
他
職
場
へ
の
適
応
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
職
場
適
応
措
置
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と

さ
れ
た
障
害
者
（
障
害
者
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
（
発
達
障
害
の
み
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）

又
は
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
難
治
性
疾
患
を
有
す
る
も
の
（
当
該
職
場
適
応
措
置
が
特
に
必
要
で

あ
る
と
機
構
が
認
め
る
者
に
限
る
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。

）
の
休
職
期
間
中
又
は
復
職
の
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
当
該
障
害
者
に
対
す
る
職
場
適
応
措
置
を
実
施
す
る
事
業
主
で

あ
っ
て
、
当
該
職
場
適
応
措
置
に
係
る
障
害
者
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
も
の

職
場
適
応
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
で
あ
っ
て
、

に
規
定
す
る
継
続
し
て
雇
用
し
て
い
る
障
害
者
に
対
し
、
職
務
転

(二)

(一)



換
後
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
な
る
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
実
施
し
た
も
の

二

雇
用
す
る
障
害
者
（
障
害
者
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
又
は
発
達
障
害
者
支
援
法

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
者
（
第
二
の
一
に
お
い
て
単
に
「
発
達
障
害
者
」
と
い
う
。
）
、
高
次
脳
機
能
障

害
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
難
治
性
疾
患
を
有
す
る
も
の
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
の
雇
入
れ
の
日
又
は
所
定
労
働
時
間
の
延
長
、
配
置
転
換
、
業
務
内
容
の
変
更
若
し
く
は
職
場
復
帰
）
の
日

の
前
日
又
は
第
二
の
二
の
計
画
に
基
づ
く
援
助
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
、
職
場
支
援
員
の
配
置
又
は
委
嘱
を
行
っ
た
事
業
主

第
二

職
場
適
応
援
助
者
助
成
金

職
場
適
応
援
助
者
助
成
金
に
つ
い
て
、
一
及
び
二
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障

害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

社
会
福
祉
法
人
等
で
あ
っ
て
、
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
又
は
発
達
障
害
者
、
高

次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
も
の
若
し
く
は
難
治
性
疾
患
を
有
す
る
も
の
（
職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援
助
が
特
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
職
場
適
応



援
助
者
に
よ
る
援
助
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
職
場
に
適
応
す
る
こ

と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
援
助
に
関
す
る
計
画
（
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
、
又
は
社
会
福
祉
法
人
等
が
作

成
し
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
長
が
承
認
し
た
計
画
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
、
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
に
よ
る
援

助
の
事
業
を
行
う
も
の

二

障
害
者
の
雇
用
に
伴
い
必
要
と
な
る
援
助
に
関
す
る
計
画
（
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
、
又
は
事
業
主
が

作
成
し
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
長
が
承
認
し
た
計
画
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
援
助
を
行
う
企
業
在
籍
型
職
場
適
応

援
助
者
の
配
置
を
行
う
事
業
主

第
三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置



こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


